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(57)【要約】
【課題】耐ブロッキング性及び耐ブリード性に優れた、ポリ乳酸系樹脂組成物のペレット
を良好なカッティング性で効率よく製造する方法を提供すること。
【解決手段】ポリ乳酸系樹脂、可塑剤及び結晶核剤を含有するポリ乳酸系樹脂組成物のペ
レットの製造方法であって、該製造方法が工程(１)：ポリ乳酸系樹脂、可塑剤及び結晶核
剤を含む組成物原料を混練機で溶融混練し、該混練機のダイスからストランドを押出する
工程、工程(２)：前記工程(１)で得られたストランドを40℃以下の液体媒体で1.6～5秒間
冷却する工程、ならびに工程(３)：前記工程(２)で冷却したストランドを45℃以下の雰囲
気中で3～9秒間保持する工程を含み、前記ポリ乳酸系樹脂がステレオコンプレックスポリ
乳酸を含有する、ポリ乳酸系樹脂組成物のペレットの製造方法。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリ乳酸系樹脂、可塑剤及び結晶核剤を含有するポリ乳酸系樹脂組成物のペレットの製
造方法であって、該製造方法が
工程(１)：ポリ乳酸系樹脂、可塑剤及び結晶核剤を含む組成物原料を混練機で溶融混練し
、該混練機のダイスからストランドを押出する工程
工程(２)：前記工程(１)で得られたストランドを40℃以下の液体媒体で1.6～5秒間冷却す
る工程、ならびに
工程(３)：前記工程(２)で冷却したストランドを45℃以下の雰囲気中で3～9秒間保持する
工程
を含み、前記ポリ乳酸系樹脂がステレオコンプレックスポリ乳酸を含有する、ポリ乳酸系
樹脂組成物のペレットの製造方法。
【請求項２】
　さらに、工程(２)で冷却したストランド、あるいは工程(３)で保持したストランドを70
～90℃の雰囲気中又は液体媒体中に少なくとも3秒間保持する工程〔工程(４)〕を含む、
請求項１記載の製造方法。
【請求項３】
　ステレオコンプレックスポリ乳酸の含有量が、ポリ乳酸系樹脂中、50～100重量％であ
る、請求項１又は２記載の製造方法。
【請求項４】
　結晶核剤が、有機核剤及び無機核剤からなる群より選ばれる少なくとも１種を含有する
、請求項１～３いずれか記載の製造方法。
【請求項５】
　ポリ乳酸系樹脂100重量部に対し、可塑剤の含有量が5～60重量部である、請求項１～４
いずれか記載の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、日用雑貨品、家電部品、自動車部品等として好適に使用し得るポリ乳酸系樹
脂組成物のペレットの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ポリプロピレン、ポリ塩化ビニルなどの石油を原料とする汎用樹脂は、良好な加工性及
び耐久性等の性質から、日用雑貨、家電製品、自動車部品、建築材料あるいは食品包装な
どの様々な分野に使用されている。しかしながら、これらの樹脂製品は、役目を終えて廃
棄する段階で良好な耐久性が欠点となり、自然界における分解性に劣るため、生態系に影
響を及ぼす可能性がある。
【０００３】
　このような問題を解決するために、熱可塑性樹脂で生分解性を有する樹脂として、ポリ
乳酸、乳酸と他の脂肪族ヒドロキシカルボン酸とのコポリマー等のポリ乳酸系樹脂、脂肪
族多価アルコールと脂肪族多価カルボン酸から誘導される脂肪族ポリエステル等の生分解
性樹脂組成物が開発されている。
【０００４】
　これらの生分解性樹脂組成物の中でもポリ乳酸系樹脂は、原料となるＬ－乳酸がトウモ
ロコシ、芋等から抽出した糖分を用いて発酵法により生産されるため安価であること、原
料が自然農作物なので総酸化炭素排出量が極めて少ないことから、石油を原料とする汎用
樹脂の代替として期待されている。
【０００５】
　しかし、ポリ乳酸系樹脂は、その性能として剛性が強く透明性が良いという特徴がある
ため硬質成形品分野で利用されてきたが、脆く、硬く、可撓性に欠ける特性のためにフィ
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ルムなどに成形した場合は、柔軟性の不足や、折り曲げたときに白化などの問題がある。
これに対して、特許文献１では、特定組成のポリ乳酸樹脂と、タルク等の結晶核剤を含有
する高結晶性ポリ乳酸樹脂組成物が開示されている。
【０００６】
　また、軟質、半硬質成形品分野に適応させるため、可塑剤を添加する方法が種々提案さ
れている。例えばアセチルクエン酸トリブチル、ジグリセリンテトラアセテート等の可塑
剤を添加する技術が開示されている。
【０００７】
　一方、上記成形品を得るためのコンパウンドペレットを製造する場合、ポリ乳酸系樹脂
においては溶融混練後、混練機のダイスからストランド状の溶融物を押出し、水にて冷却
後、カッター装置によりペレット化する方法が取られている(ストランド法)。また、得ら
れたペレットの乾燥は、攪拌機能を有する乾燥機にて乾燥後使用する方法が取られている
。しかしながら、攪拌機能を有する乾燥機等の特殊な装置を必要とする方法では汎用性に
欠けるため、例えば、攪拌機能を持たない乾燥機(ホッパドライヤー)で約80℃にて乾燥を
行うとすると、ポリ乳酸系樹脂は非晶質であるためペレットが装置内でブロッキングし、
乾燥機から取り出せないという問題が発生する。これに対して、例えば、特許文献２では
、ポリ乳酸系樹脂に滑剤、又は滑剤と炭酸カルシウム等の充填剤を添加した組成物をホッ
トカットによりペレット化する方法(ホットカット法)が提案されている。特許文献３では
、滑剤を最終製品において効率よく含有させる観点から、ペレットの混練を特定温度で行
う方法が開示されている。
【０００８】
　また、特許文献４では、ポリ乳酸系樹脂組成物を溶融混練し、得られた混練物のストラ
ンドを40℃以下の液体媒体で0.5～5秒間冷却した後、40℃以下の雰囲気中で少なくとも10
秒間保持することで結晶性を高めることにより、耐ブロッキング性に優れた樹脂組成物の
ペレットを製造する方法が提案されている。
【０００９】
　また、特許文献５では、ポリエステル系樹脂からなるからなる線条体を切断して粒状体
を製造するにあたり、上記線条体を急冷部で１．５秒を超えないプロセス時間で冷却液を
用いて冷却し、その後、乾燥部で２０秒を超えないプロセス時間でガスを用いて処理する
方法が開示されている。
【特許文献１】特許第３４１００７５号公報
【特許文献２】特開２００４－３５２８４４号公報
【特許文献３】特開２００５－２４６７１８号公報
【特許文献４】特開２００７－１５２７６０号公報
【特許文献５】特表平７―５０５１０１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、特許文献１で開示されているポリ乳酸系樹脂組成物のペレットを射出に
より成形する場合は、ポリ乳酸を短時間で結晶化させるためにタルク等の結晶核剤が多量
に添加されており、結晶核剤の分散性が悪く、ポリ乳酸系樹脂組成物の成形性に問題を生
じる。また、100℃以上の金型温度で熱処理を行う必要があるが、高温であるため安全性
が低く、加熱方法も温水が使用できないことから電熱線等のヒーターによるものとなるた
め、専用設備が必要になるといった問題がある。また、前記組成物のコンパウンドペレッ
トをストランド法で製造する場合には、攪拌機能を持たない乾燥機において約80℃で乾燥
を行うと、ポリ乳酸樹脂が非晶質であるため、自重による変形や装置内でのブロッキング
が生じやすい。
【００１１】
　また、特許文献２に開示されているポリ乳酸系樹脂組成物においても、得られたペレッ
トを射出成形またはシート成形する際にポリ乳酸を短時間で結晶化させるためには、100
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℃以上の金型温度で熱処理を行う必要があり、上記と同様の問題が発生する。また、スト
ランド法でペレット化した場合においても、乾燥時に上記と同様の問題が発生する。
【００１２】
　さらに、特許文献３に開示されているポリ乳酸系樹脂組成物においても、ストランド法
でペレット化した場合においては、乾燥時に上記と同様の問題が発生する。
【００１３】
　またさらに、特許文献４の方法では、40℃以下の雰囲気中での保持が少なくとも10秒間
であることから、さらなる生産性向上が望まれる。
【００１４】
　さらに、特許文献５の方法では、専らポリテレフタル酸エチレンを樹脂成分とする態様
についての方法であり、ポリ乳酸系樹脂、可塑剤及び結晶核剤を含有する樹脂組成物につ
いては何ら検討されておらず、この方法に拠ってポリ乳酸系樹脂組成物をストランド法で
ペレット化した場合においても、乾燥時に上記と同様の問題が発生する。
【００１５】
　本発明の課題は、耐ブロッキング性及び耐ブリード性に優れた、ポリ乳酸系樹脂組成物
のペレットを良好なカッティング性で効率よく製造する方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明者らは、上記課題を解決する為に検討を重ねた結果、ステレオコンプレックスポ
リ乳酸、可塑剤及び結晶核剤を配合した溶融混練物のストランドを、40℃以下の液体媒体
で1.6～5秒間冷却した後、45℃以下の雰囲気中で3～9秒間保持することにより、得られる
ペレットの結晶性が良好であり、耐ブロッキング性及び耐ブリード性に優れたペレットを
効率よく製造できることを見出し、本発明を完成するに至った。
【００１７】
　即ち、本発明は、ポリ乳酸系樹脂、可塑剤及び結晶核剤を含有するポリ乳酸系樹脂組成
物のペレットの製造方法であって、該製造方法が
工程(１)：ポリ乳酸系樹脂、可塑剤及び結晶核剤を含む組成物原料を混練機で溶融混練し
、該混練機のダイスからストランドを押出する工程
工程(２)：前記工程(１)で得られたストランドを40℃以下の液体媒体で1.6～5秒間冷却す
る工程、ならびに
工程(３)：前記工程(２)で冷却したストランドを45℃以下の雰囲気中で3～9秒間保持する
工程
を含み、前記ポリ乳酸系樹脂がステレオコンプレックスポリ乳酸を含有する、ポリ乳酸系
樹脂組成物のペレットの製造方法、に関する。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の方法により、耐ブロッキング性及び耐ブリード性に優れた、ポリ乳酸系樹脂組
成物のペレットを良好なカッティング性で効率よく製造することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　本発明のポリ乳酸系樹脂組成物のペレットの製造方法は、ポリ乳酸系樹脂、可塑剤及び
結晶核剤を含む組成物原料を混練機で溶融混練し、該混練機のダイスからストランドを押
出する工程〔工程(１)〕、該工程(１)で得られたストランドを冷却する工程〔工程(２)〕
、ならびに、該工程(２)で冷却したストランドを保持する工程〔工程(３)〕を含む製造方
法であって、前記工程(２)が40℃以下の温度で1.6～5秒間、前記工程(３)が45℃以下の温
度で3～9秒間、それぞれ処理する工程であり、さらに、ポリ乳酸系樹脂がステレオコンプ
レックスポリ乳酸を含有することに大きな特徴を有する。工程(２)での冷却によってスト
ランドを結晶化に至適な温度として、工程(３)でのストランド中のポリ乳酸系樹脂の結晶
化が促進されるが、本発明では、ポリ乳酸系樹脂がステレオコンプレックスポリ乳酸を含
有しているためか、特定の温度条件下では、その構造に起因する結晶化の促進度がより高
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いものと考えられる。このため、工程(３)における45℃以下での保持が僅か3～9秒間であ
っても、結晶化が効率よく行われ、得られるペレットの結晶性が良好となり、耐ブロッキ
ング性及び耐ブリード性に優れたペレットを効率よく製造することができると推定される
。
【００２０】
　工程(１)では、ポリ乳酸系樹脂、可塑剤及び結晶核剤を含む組成物原料を混練機で溶融
混練し、該混練機のダイスからストランドを押出する。
【００２１】
　本発明におけるポリ乳酸系樹脂は、ステレオコンプレックスポリ乳酸を含有する。
【００２２】
　ステレオコンプレックスポリ乳酸は、Ｌ－乳酸単位70～99モル％と、Ｄ－乳酸単位及び
／又は乳酸以外の共重合成分単位1～30モル％とにより構成されるポリ乳酸単位(ポリ－Ｌ
－乳酸ともいう)と、Ｄ－乳酸単位70～99モル％と、Ｌ－乳酸単位及び／又は乳酸以外の
共重合成分単位1～30モル％とにより構成されるポリ乳酸単位(ポリ－Ｄ－乳酸ともいう)
とを、10/90～90/10(ポリ－Ｌ－乳酸／ポリ－Ｄ－乳酸)の範囲の混合重量比で溶融混合す
ることにより得られたポリマー組成物である。なお、前記ステレオコンプレックスポリ乳
酸としては、ＪＩＳ　Ｋ６９５３(ＩＳＯ１４８５５)「制御された好気的コンポスト条件
の好気的かつ究極的な生分解度及び崩壊度試験」に基づいた生分解性を有するポリ乳酸が
好ましい。
【００２３】
　ポリ－Ｌ－乳酸、及びポリ－Ｄ－乳酸は、乳酸と乳酸以外の共重合成分であるヒドロキ
シカルボン酸とのコポリマーである。乳酸以外のヒドロキシカルボン酸(以下、単に、ヒ
ドロキシカルボン酸ともいう)としては、グリコール酸、ヒドロキシ酪酸、ヒドロキシ吉
草酸、ヒドロキシペンタン酸、ヒドロキシカプロン酸、ヒドロキシヘプタン酸等が挙げら
れ、グリコール酸、ヒドロキシカプロン酸が好ましい。ポリ－Ｌ－乳酸、及びポリ－Ｄ－
乳酸は、Ｌ－乳酸、Ｄ－乳酸及びヒドロキシカルボン酸の中から必要とする構造のものを
選んで原料とし、脱水重縮合することにより得ることができる。好ましくは、乳酸の環状
二量体であるラクチド、グリコール酸の環状二量体であるグリコリド及びカプロラクトン
等から必要とする構造のものを選んで開環重合することにより得ることができる。ラクチ
ドにはＬ－乳酸の環状二量体であるＬ－ラクチド、Ｄ－乳酸の環状二量体であるＤ－ラク
チド、Ｄ－乳酸とＬ－乳酸とが環状二量化したメソ－ラクチド及びＤ－ラクチドとＬ－ラ
クチドとのラセミ混合物であるＤＬ－ラクチドがある。本発明ではいずれのラクチドも用
いることができる。但し、主原料は、Ｄ－ラクチド又はＬ－ラクチドが好ましい。
【００２４】
　ステレオコンプレックスポリ乳酸は、高融点及び高結晶性の観点から、溶融混合に供す
る前記ポリ－Ｌ－乳酸、及びポリ－Ｄ－乳酸の重量平均分子量(Ｍｗ)が、それぞれ５万～
５０万が好ましく、１０万～５０万がより好ましい。なお、重量平均分子量(Ｍｗ)の測定
は、ＧＰＣ(ゲルパーミエーションクロマトグラフィー)により、下記の測定条件で行うこ
とができる。
＜測定条件＞
カラム：ＧＭＨＨＲ－Ｈ＋ＧＭＨＨＲ－Ｈ、カラム温度：40℃、検出器：ＲＩ、溶離液：
クロロホルム、流速：1.0mL/min、サンプル濃度：1mg/mL、注入量：0.1mL、換算標準：ポ
リスチレン
【００２５】
　また、ステレオコンプレックスポリ乳酸は、前記ポリ－Ｌ－乳酸におけるＬ－乳酸単位
は70～99モル％であるが、高融点及び高結晶性の観点から、90～99モル％が好ましく、95
～99モル％がより好ましい。前記ポリ－Ｄ－乳酸におけるＤ－乳酸単位は70～99モル％で
あるが、同様の観点から、90～99モル％が好ましく、95～99モル％がより好ましい。
【００２６】
　さらに、ステレオコンプレックスポリ乳酸は、前記ポリ－Ｌ－乳酸と前記ポリ－Ｄ－乳
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酸との混合重量比(ポリ－Ｌ－乳酸／ポリ－Ｄ－乳酸)は、10/90～90/10の範囲であるが、
高融点及び高結晶性の観点から、25/75～75/25の範囲であることが好ましく、40/60～60/
40の範囲であることがより好ましい。
【００２７】
　ポリ－Ｌ－乳酸、とポリ－Ｄ－乳酸との溶融混合は、ポリ－Ｌ－乳酸とポリ－Ｄ－乳酸
を270～300℃で溶融混合してステレオコンプレックスポリ乳酸としてもよいし、予め、ク
ロロホルム、塩化メチレン等のポリ乳酸が溶解する溶媒で、ポリ－Ｌ－乳酸及びポリ－Ｄ
－乳酸を溶解し混合した後、上記温度まで加熱して溶媒を除去することによりステレオコ
ンプレックスポリ乳酸としてもよい。
【００２８】
　ステレオコンプレックスポリ乳酸の融点(Ｔｍ)(℃)は、耐熱性および高結晶性の観点か
ら、好ましくは140～250℃、より好ましくは160～250℃、さらに好ましくは190～250℃で
ある。なお、本明細書において、ステレオコンプレックスポリ乳酸等のポリ乳酸系樹脂の
融点は、ＪＩＳ－Ｋ７１２１に基づく示差走査熱量測定(ＤＳＣ)の昇温法による結晶融解
吸熱ピーク温度より求められる値である。
【００２９】
　なお、ステレオコンプレックスポリ乳酸としては市販されているポリ乳酸系樹脂を使用
してもよい。市販品としては、例えば、ネイチャーワークスＬＬＣ社製、商品名Ｎａｔｕ
ｒｅ　ｗｏｒｋｓ；カネボウ合繊社製、商品名ラクトロン；大日本インキ化学工業社製、
商品名プラメート；東洋紡績社製、商品名バイロエコール等が挙げられる。
【００３０】
　本発明において、前記ステレオコンプレックスポリ乳酸以外に、他のポリ乳酸が本発明
の効果を損なわない範囲で適宜含有されていてもよい。ステレオコンプレックスポリ乳酸
の含有量は、高融点、高結晶性の観点から、ポリ乳酸系樹脂中、50～100重量％が好まし
く、70～100重量％がより好ましく、90～100重量％がさらにより好ましい。なお、本明細
書において、ポリ乳酸系樹脂がステレオコンプレックスポリ乳酸以外のポリ乳酸も含有す
る場合も、融点が上記範囲内となることが好ましい。その場合の融点とは、混合物の融点
として、あるいは、加重平均融点として求めることができる。各成分の融点は、ＪＩＳ－
Ｋ７１２１に基づく示差走査熱量測定(ＤＳＣ)の昇温法による結晶融解吸熱ピーク温度よ
り求められる値である。
【００３１】
　また、本発明において、前記ポリ乳酸系樹脂は樹脂成分として用いるものであり、かか
るポリ乳酸系樹脂の含有量は、樹脂成分中、60～100重量％が好ましく、80～100重量％が
より好ましい。かかるポリ乳酸系樹脂以外の樹脂成分としては、ポリブチレンサクシネー
ト、ポリブチレンサクシネート／アジペート又はポリエチレンサクシネート等の脂肪族ポ
リエステル；ポリブチレンサクシネート／テレフタレート、ポリブチレンアジペート／テ
レフタレート又はポリテトラメチレンアジペート／テレフタレート等の脂肪族芳香族コポ
リエステルなどが挙げられる。なお、本明細書において「含有量」とは、「含有量もしく
は配合量」のことを意味する。
【００３２】
　ポリ乳酸系樹脂の含有量は、本発明の目的を達成する観点から、ポリ乳酸系樹脂組成物
中、好ましくは50重量％以上であり、より好ましくは60重量％以上であり、さらに好まし
くは70重量％以上である。
【００３３】
　本発明に用いられる可塑剤としては、特に限定されず、一般のポリ乳酸系樹脂組成物に
用いられる可塑剤が挙げられるが、ポリ乳酸系樹脂の結晶化を促進する観点から、分子中
に２個以上のエステル基を有し、エチレンオキシ基の平均付加モル数が好ましくは2～9、
より好ましくは3～9の化合物が好ましい。
【００３４】
　分子中に２個以上のエステル基を有し、エチレンオキシ基の平均付加モル数が2～9の化
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合物(更にメチル基を有していることが好ましく、２個以上有していることがより好まし
い)によって、本発明の効果が向上する理由は定かではないが、可塑剤が、前記化合物を
含有すると、その耐熱性及びポリ乳酸系樹脂に対する相溶性が良好となる。そのため可塑
剤の耐ブリード性が向上するととともに、ポリ乳酸系樹脂の軟質化効果も向上する。この
ポリ乳酸系樹脂の軟質化向上により、ポリ乳酸系樹脂が結晶化するときはその成長速度も
向上すると考えられる。その結果、本発明に係わる工程(２)及び工程(３)を行うことで、
混練機のダイスから押出されたストランドの結晶化が工程(２)の冷却時間及び工程(３)の
保持時間を合計した時間内である60秒以内に進み、耐ブロッキング性に優れたペレットが
得られるものと考えられる。
【００３５】
　上記化合物としては、多価カルボン酸とポリエチレングリコールモノアルキルエーテル
とのエステル、多価アルコールのアルキルエーテルエステル等が挙げられるが、樹脂組成
物の成形性、耐衝撃性に優れる観点から、コハク酸とエチレンオキシ基の平均付加モル数
が2～4のポリエチレングリコールモノメチルエーテルとのエステル、アジピン酸とエチレ
ンオキシ基の平均付加モル数が2～3のポリエチレングリコールモノメチルエーテルとのエ
ステル、１，３，６－ヘキサントリカルボン酸とエチレンオキシ基の平均付加モル数が2
～3のポリエチレングリコールモノメチルエーテルとのエステル等の多価カルボン酸とポ
リエチレングリコールモノメチルエーテルとのエステル；酢酸とグリセリンのエチレンオ
キシ基の平均3～9モル付加物とのエステル、酢酸とエチレンオキシ基の平均付加モル数が
4～9のポリエチレングリコールとのエステル等の多価アルコールのアルキルエーテルエス
テルが好ましい。樹脂組成物の成形性、耐衝撃性及び可塑剤の耐ブリード性に優れる観点
から、コハク酸とエチレンオキシ基の平均付加モル数が2～3のポリエチレングリコールモ
ノメチルエーテルとのエステル、アジピン酸とジエチレングリコールモノメチルエーテル
とのエステル、１，３，６－ヘキサントリカルボン酸とジエチレングリコールモノメチル
エーテルとのエステル、酢酸とグリセリンのエチレンオキシ基平均3～6モル付加物とのエ
ステル、酢酸とエチレンオキシ基の平均付加モル数が4～6のポリエチレングリコールとの
エステルがより好ましい。樹脂組成物の成形性、耐衝撃性及び可塑剤の耐ブリード性、耐
揮発性及び耐刺激臭の観点から、コハク酸とトリエチレングリコールモノメチルエーテル
とのエステル、酢酸とグリセリンのエチレンオキシ基平均3～6モル付加物とのエステルが
さらに好ましい。これらの可塑剤は単独又は２種以上組み合わせて用いてもよい。
【００３６】
　本発明に用いられる可塑剤の平均分子量は耐ブリード性及び耐揮発性の観点から、好ま
しくは250～700であり、より好ましくは300～600であり、さらに好ましくは350～550であ
り、さらに好ましくは400～500である。なお、平均分子量は、ＪＩＳ　Ｋ００７０に記載
の方法で鹸化価を求め、次式より計算で求めることができる。
　　平均分子量＝５６１０８×(エステル基の数)／鹸化価
【００３７】
　なお、上記化合物は、可塑剤としての機能を十分発揮させる観点から、全てエステル化
された飽和エステルであることが好ましい。
【００３８】
　本発明において、上記化合物の含有量は、可塑剤中、60～100重量％が好ましく、80～1
00重量％がより好ましい。
【００３９】
　可塑剤の含有量は、耐ブリード性及び十分な結晶化速度を得る観点から、ポリ乳酸系樹
脂100重量部に対し、5～60重量部が好ましく、7～50重量部がより好ましく、10～40重量
部がさらに好ましい。
【００４０】
　本発明に用いられる結晶核剤としては、特に限定されず、一般のポリ乳酸系樹脂組成物
に用いられる結晶核剤が挙げられるが、ポリ乳酸系樹脂の結晶化促進の観点から、有機核
剤及び無機核剤からなる群より選ばれる少なくとも１種を含有することが好ましい。
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【００４１】
　有機核剤としては、ポリ乳酸系樹脂の結晶化促進、有機核剤の耐ブリード性の観点から
、分子中に水酸基とアミド基とを有する化合物が好ましく、水酸基を２つ以上有し、アミ
ド基を２つ以上有する脂肪族化合物であることがより好ましい。
【００４２】
　分子中に水酸基とアミド基とを有する化合物によって、本発明の効果が向上する理由は
定かではないが、上記の官能基を有すると、ポリ乳酸系樹脂との相互作用が良好となり、
相溶性が向上する結果、樹脂中で微分散することによるものと考えられ、恐らく、水酸基
を１つ以上、好ましくは２つ以上有することによりポリ乳酸系樹脂への分散性が良好とな
り、アミド基を１つ以上、好ましくは２つ以上有することによりポリ乳酸系樹脂への相溶
性が良好となるものと考えられる。
【００４３】
　分子中に水酸基とアミド基とを有する化合物としては、１２－ヒドロキシステアリン酸
モノエタノールアミド等のヒドロキシ脂肪酸モノアミド、メチレンビス１２－ヒドロキシ
ステアリン酸アミド、エチレンビス１２－ヒドロキシステアリン酸アミド、ヘキサメチレ
ンビス１２－ヒドロキシステアリン酸アミド等のヒドロキシ脂肪酸ビスアミド等が挙げら
れる。ポリ乳酸系樹脂の結晶化促進及び有機核剤の耐ブルーム性の観点から、エチレンビ
ス１２－ヒドロキシステアリン酸アミド、ヘキサメチレンビス１２－ヒドロキシステアリ
ン酸アミドが好ましい。
【００４４】
　また、有機核剤としては、ポリ乳酸系樹脂の結晶化促進、有機核剤の耐ブリード性の観
点から、リン酸エステル金属塩が好ましく、フェニルホスホン酸金属塩がより好ましい。
【００４５】
　フェニルホスホン酸金属塩は、置換基を有しても良いフェニル基とホスホン基(－ＰＯ(
ＯＨ)２)を有するフェニルホスホン酸の金属塩であり、フェニル基の置換基としては、炭
素数1～10のアルキル基、アルコキシ基の炭素数が1～10のアルコキシカルボニル基等が挙
げられる。フェニルホスホン酸の具体例としては、無置換のフェニルホスホン酸、メチル
フェニルホスホン酸、エチルフェニルホスホン酸、プロピルフェニルホスホン酸、ブチル
フェニルホスホン酸、ジメトキシカルボニルフェニルホスホン酸、ジエトキシカルボニル
フェニルホスホン酸等が挙げられ、無置換のフェニルホスホン酸が好ましい。
【００４６】
　フェニルホスホン酸の金属塩としては、リチウム、ナトリウム、マグネシウム、アルミ
ニウム、カリウム、カルシウム、バリウム、銅、亜鉛、鉄、コバルト、ニッケル等の塩が
挙げられ、亜鉛塩が好ましい。
【００４７】
　結晶核剤の融点はストランドの熱処理温度、即ち、工程(２)及び工程(３)における処理
温度、さらには後述の工程(４)における処理温度より高く、樹脂組成物の混練温度以下で
あると、混練時に結晶核剤が溶解することによってその分散性が向上し、熱処理温度より
高いと結晶核生成の安定化や熱処理温度が上げられるため、ポリ乳酸系樹脂の結晶化速度
向上の観点でも好ましい。また、上記好ましい有機核剤は、樹脂溶融状態から冷却過程で
速やかに微細な結晶を多数析出するものと考えられ、透明性、結晶化速度向上の観点でも
好ましい。かかる観点から、有機核剤の融点は、65℃以上が好ましく、70～220℃がより
好ましく、80～190℃がさらに好ましい。なお、本明細書において、有機核剤の融点は、
後述の実施例に記載の方法により測定することができる。
【００４８】
　本発明において、分子中に水酸基とアミド基とを有する化合物と、フェニルホスホン酸
金属塩とを併用する場合、これらの割合は、本発明の効果を発現する観点から、分子中に
水酸基とアミド基とを有する化合物／フェニルホスホン酸金属塩(重量比)＝20/80～80/20
が好ましく、30/70～70/30がより好ましく、40/60～60/40がさらに好ましい。
【００４９】
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　有機核剤の総含有量は、ポリ乳酸系樹脂100重量部に対して、0.1～5重量部が好ましく
、0.3～3重量部がより好ましく、0.5～3重量部がさらに好ましい。
【００５０】
　無機核剤としては、タルク、スメクタイト、カオリン、マイカ、モンモリロナイト等の
ケイ酸塩、シリカ、酸化マグネシウム等の無機化合物が挙げられる。無機化合物の平均粒
径は、分散性の観点から、0.1～20μmが好ましく、0.1～10μmがより好ましい。また、無
機化合物の中でも、ポリ乳酸系樹脂の結晶化促進の観点からケイ酸塩が好ましく、タルク
がより好ましい。
【００５１】
　無機化合物の平均粒径は、回折・散乱法によって体積中位粒径を測定することにより求
めることができる。例えば市販の装置としてはコールター社製レーザー回折・光散乱法粒
度測定装置ＬＳ２３０等が挙げられる。
【００５２】
　無機核剤の含有量は、ポリ乳酸系樹脂100重量部に対して、0.1～150重量部が好ましく
、0.1～100重量部がより好ましく、0.3～50重量部がさらに好ましく、0.5～20重量部がさ
らに好ましい。
【００５３】
　本発明により得られるポリ乳酸系樹脂組成物は、上記ポリ乳酸系樹脂、可塑剤及び結晶
核剤を含む組成物原料を溶融混練することにより得られるが、ポリ乳酸系樹脂、可塑剤、
結晶核剤(有機核剤及び／又は無機核剤)の好ましい組合せとしては、ポリ乳酸系樹脂がス
テレオコンプレックスポリ乳酸のみ、可塑剤がコハク酸とトリエチレングリコールモノメ
チルエーテルとのエステル、有機核剤がエチレンビス１２－ヒドロキシステアリン酸アミ
ド及び無置換のフェニルホスホン酸亜鉛塩から選ばれる少なくとも１種、無機核剤がタル
ク、を含有する組み合わせである。
【００５４】
　上記の通り、本発明の製造方法により得られる樹脂組成物は、ステレオコンプレックス
ポリ乳酸を含むポリ乳酸系樹脂、可塑剤、結晶核剤を含有することにより本発明の効果を
有するものである。従って、ポリ乳酸系樹脂、なかでもステレオコンプレックスポリ乳酸
に上記可塑剤、又は結晶核剤を単独で添加しても、本発明の効果が得られない。
【００５５】
　本発明においては、上記のポリ乳酸系樹脂、結晶核剤、可塑剤以外に、加水分解抑制剤
、難燃剤等を組成物原料として配合してもよい。
【００５６】
　加水分解抑制剤としては、ポリカルボジイミド化合物やモノカルボジイミド化合物等の
カルボジイミド化合物が挙げられ、樹脂組成物の成形性の観点からモノカルボジイミド化
合物が好ましく、樹脂組成物の耐熱性、耐衝撃性及び有機核剤の耐ブリード性の観点から
、ポリカルボジイミド化合物が好ましい。
【００５７】
　ポリカルボジイミド化合物としてはポリ(４，４’－ジフェニルメタンカルボジイミド)
、ポリ(４，４’－ジシクロヘキシルメタンカルボジイミド)、ポリ(１，３，５－トリイ
ソプロピルベンゼン)ポリカルボジイミド、ポリ(１，３，５－トリイソプロピルベンゼン
及び１，５－ジイソプロピルベンゼン)ポリカルボジイミド等が挙げられ、モノカルボジ
イミド化合物としては、Ｎ，Ｎ’－ジ－２，６－ジイソプロピルフェニルカルボジイミド
等が挙げられる。
【００５８】
　上記カルボジイミド化合物は、樹脂組成物の成形性、耐熱性、耐衝撃性及び有機核剤の
耐ブリード性を満たすために、単独で又は２種以上組み合わせて用いてもよい。また、ポ
リ(４，４’－ジシクロヘキシルメタンカルボジイミド)は、カルボジライトＬＡ－１(日
清紡績社製)を、ポリ(１，３，５－トリイソプロピルベンゼン)ポリカルボジイミド及び
ポリ(１，３，５－トリイソプロピルベンゼン及び１，５－ジイソプロピルベンゼン)ポリ
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カルボジイミドはスタバクゾールＰ及びスタバクゾールＰ－１００(ラインケミー社製)を
、Ｎ，Ｎ’－ジ－２，６－ジイソプロピルフェニルカルボジイミドはスタバクゾール１-
ＬＦ(ラインケミー社製)をそれぞれ購入して使用することができる。
【００５９】
　加水分解抑制剤の含有量は、ポリ乳酸系樹脂の結晶化促進の観点から、ポリ乳酸系樹脂
100重量部に対し、0.05～7重量部が好ましく、0.10～6重量部がより好ましく、0.5～4重
量部がさらに好ましい。
【００６０】
　難燃剤としては、樹脂組成物の難燃性を向上させる観点から、リン系難燃剤が好ましく
、縮合リン酸エステル、リン酸塩及び縮合リン酸塩からなる群より選ばれる少なくとも１
種が好ましい。難燃剤の含有量は、ポリ乳酸系樹脂100重量部に対し、10～60重量部が好
ましく、15～55重量部がより好ましい。
【００６１】
　また、本発明においては、上記以外に、ヒンダードフェノール又はフォスファイト系の
酸化防止剤、又は炭化水素系ワックス類やアニオン型界面活性剤である滑剤等の他の成分
を組成物原料として配合することができる。酸化防止剤、滑剤のそれぞれの含有量は、ポ
リ乳酸系樹脂100重量部に対し、0.05～3重量部が好ましく、0.10～2重量部がより好まし
い。
【００６２】
　またさらに、本発明においては、上記以外の他の成分として、帯電防止剤、防曇剤、光
安定剤、紫外線吸収剤、顔料、無機充填剤、防カビ剤、抗菌剤、発泡剤等を、本発明の目
的達成を妨げない範囲で組成物原料として配合してもよい。
【００６３】
　組成物原料の溶融混練は、特に限定はなく通常の方法によって行うことができ、例えば
、２本のスクリューが挿通された２軸押出混練機等を用いてポリ乳酸系樹脂を溶融させな
がら、上記の可塑剤、有機核剤及び／又は無機核剤等を計量ポンプを用いて混練する方法
等が挙げられる。また、製造量が少ない場合は、ポリ乳酸系樹脂と有機核剤及び／又は無
機核剤等をドライブレンドした後、得られた混合物と上記可塑剤を混練機に供給して溶融
混練させてもよい。均一にドライブレンドする方法としては、リボンブレンダー、ヘンシ
ルミキサー、タンブラーミキサー又はエアーブレンダーを使用することができる。
【００６４】
　溶融混練温度は、上記の可塑剤、及び結晶核剤の分散性の観点から、ポリ乳酸系樹脂の
融点(Ｔｍ)(℃)以上が好ましく、より好ましくはＴｍ～Ｔｍ＋100(℃)の範囲であり、更
に好ましくはＴｍ～Ｔｍ＋50(℃)の範囲である。具体的には、好ましくは170～240℃であ
り、より好ましくは170～220℃である。また、２軸押出機等を用いて溶融混練する場合、
ダイスの設定温度は押出されるストランドの安定性の観点から、140～170℃の範囲が好ま
しい。
【００６５】
　次に、上記で得られたストランドを工程(２)に供する。
【００６６】
　工程(２)では、前記工程(１)で得られたストランドを40℃以下の液体媒体で1.6～5秒間
冷却する。
【００６７】
　具体的には、２軸押出機等のダイスよりストランドをそのまま水槽等に溜めた40℃以下
の液体媒体中に押出して浸漬することにより冷却する。
【００６８】
　液体媒体としては、例えば水、エチレングリコール又はシリコンオイル等の沸点が100
℃以上の低粘度液体を示し、安全性及び取り扱い性の観点から水が好ましい。液体媒体は
、温調機器で循環させる等によって温度を安定的に保持することができる。
【００６９】
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　液体媒体の温度は、40℃以下であり、ストランドの引取易さ及びポリ乳酸系樹脂の結晶
化促進の観点から、5～30℃が好ましく、10～25℃がより好ましく、15～25℃がさらに好
ましい。なお、液体媒体の温度は、ストランドの熱の影響を極端に受けない場所の液体媒
体をアルコール温度計等で測定することによって求めることができる。例えば、ストラン
ドから5cm以上離れた場所の液体媒体の温度をアルコール温度計等で測定することが好ま
しい。
【００７０】
　冷却時間、即ち、液体媒体への浸漬時間は、ポリ乳酸系樹脂の結晶化を促進し、耐ブロ
ッキング性に優れたペレットを得る観点から、1.6～5秒間であり、1.8～3秒間が好ましい
。冷却時間が1.6秒を下回ると冷却後のストランドの表面温度が115℃以上となり、次の工
程(３)でポリ乳酸系樹脂の結晶化効率が低下するため好ましくない。また、ペレタイザー
等のカッター装置でストランドをカッティングする場合、カッティング性が低下しペレッ
ト化の効率が低下するため好ましくない。一方、冷却時間が5秒を上回ると冷却後のスト
ランドの表面温度が69℃以下となり、次の工程(３)でポリ乳酸系樹脂の結晶化効率が低下
するため、好ましくない。尚、ストランドの表面温度は、レーザーで測定する放射温度計
等で測定することができる。
【００７１】
　工程(２)で冷却後のストランドの表面温度は、ポリ乳酸系樹脂の結晶化を促進し、耐ブ
ロッキング性に優れたペレットを得る観点から、70～110℃が好ましく、80～105℃がより
好ましい。
【００７２】
　工程(３)では、前記工程(２)で冷却したストランドを45℃以下の雰囲気中で3～9秒間保
持する。
【００７３】
　保持方法としては、工程(２)で冷却したストランドを45℃以下の雰囲気中で保持するこ
とができれば特に限定はないが、ペレタイザー等のストランドをカットする装置でストラ
ンドを引き取りながら、ストランドが垂れ下がらないように保持するのが好ましい。また
、ストランドを送りロール等で支えても良い。
【００７４】
　雰囲気の温度は、ポリ乳酸系樹脂の結晶化促進の観点から、45℃以下であり、5～45℃
が好ましく、10～45℃がより好ましく、15～45℃がさらに好ましい。なお、雰囲気の温度
は、当該ストランドが置かれた室内の温度をアルコール温度計等で測定することによって
求めることができる。例えばストランドから1～5cm程度離れた温度をアルコール温度計等
によって測定することが好ましい。
【００７５】
　保持時間は、3～9秒間であり、ポリ乳酸系樹脂の結晶化を促進し、耐ブロッキング性に
優れたペレットを得る観点及び生産性の観点から5～9秒間が好ましい。本発明におけるポ
リ乳酸系樹脂はステレオコンプレックスポリ乳酸を含有するため、ポリ－Ｌ－乳酸及びポ
リ－Ｄ－乳酸に比較して融点が高く、高結晶性である。そのため、ストランドが結晶化す
るための上記保持時間は、より短時間で済むと考えられる。
【００７６】
　また、本発明においては、工程(３)において、工程(２)で冷却したストランドを45℃以
下の雰囲気中で3～9秒間保持することによりストランドの結晶化を行うが、ポリ乳酸系樹
脂のさらなる結晶化促進の観点から、結晶化を２段階に分けて行ってもよい。即ち、本発
明の製造方法が、工程(３)での45℃以下の雰囲気中での保持工程の前あるいは後に、結晶
化させるストランドを70～90℃の雰囲気中又は液体媒体中に少なくとも3秒間保持して結
晶化させる工程〔工程(４)〕を含んでもよい。
【００７７】
　保持方法としては、特に限定はなく、液体媒体中で保持する場合には、液体媒体の温度
が70～90℃に設定される以外は工程(２)と同様にして行うことができ、雰囲気中で保持す
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る場合には、例えば、熱風装置や赤外線ヒーターが内部に装着されたトンネルにストラン
ドを通過させることによって行うことができる。なお、熱効率の観点から、温水中で保持
することが好ましい。
【００７８】
　工程(４)における液体媒体は、工程(２)と同様のものを使用することができる。
【００７９】
　工程(４)の雰囲気又は液体媒体の温度は、ポリ乳酸系樹脂の結晶化促進の観点から、70
～90℃が好ましく、80～90℃がより好ましい。なお、雰囲気の温度は、例えば熱風装置や
赤外線ヒーターが内部に装着されたトンネル内の温度をアルコール温度計等で測定するこ
とによって求めることができ、ストランドから1～2cm程度離れた温度をアルコール温度計
等によって測定することが好ましい。また、液体媒体の温度は、工程(２)と同様にして測
定することができる。
【００８０】
　工程(４)における保持時間は、少なくとも3秒間が好ましく、3～25秒間がより好ましく
、5～20秒間がさらにより好ましい。
【００８１】
　なお、工程(３)における保持時間は3～9秒間であるが、本発明の製造方法が工程(４)を
含む場合には、ポリ乳酸系樹脂の結晶化を促進し、耐ブロッキング性に優れたペレットを
得る観点及び生産性の観点から、3～5秒間が好ましい。
【００８２】
　続いて、上記工程で得られたストランドをペレット化するためにペレタイザー等のカッ
ター装置に供することが好ましい。なお、カッター装置に供する前のストランドの表面温
度は、ペレットのカッティング性またはストランドの結晶性の観点から、60～95℃が好ま
しく、70～90℃がより好ましい。
【００８３】
　カッター装置としては、特に限定はなく、一般のポリ乳酸系樹脂組成物の製造に用いら
れるカッター装置を用いることができる。
【００８４】
　かくして、本発明の製造方法によりポリ乳酸系樹脂組成物のペレットが得られるが、得
られたペレットは、加水分解を防止する観点から、ドライエアーオーブン等を用いて80～
110℃で乾燥させることが好ましい。一般的なポリ乳酸系樹脂組成物のペレットの乾燥は
、ペレットのブロッキングを防止するために、攪拌機能を有する乾燥機にて約80℃で乾燥
させるが、本発明の製造方法により得られるペレットは、乾燥する前にすでに結晶化して
いるため、攪拌機能を有する乾燥機等の特殊な装置を必要とせず、攪拌機能を有さない乾
燥機でも、例えば110℃、１時間で効率的に乾燥することができる。
【００８５】
　得られたペレットの結晶性の有無は、示差走査熱量測定(ＤＳＣ)装置を使用して確認す
ることができる。具体的には、ペレットを細かく切断してアルミニウムパンに7.5±3mg秤
取り、(1)室温(25℃)から10℃/分の昇温速度で200℃まで測定する。その際、冷結晶化の
発熱ピークが観測されればペレットは非結晶であり、観測されなければペレットは結晶化
されていると判断する。なお、非結晶であった場合、さらに、(2)200℃から500℃/分の降
温速度で室温(25℃)まで急冷し、再度、(3)室温(25℃)から10℃/分の昇温速度で200℃ま
で測定する。その際、冷結晶化の発熱ピークが観測されるので、(1)での発熱量(J/g)及び
(3)での発熱量(J/g)から次式により結晶化度を求めることができる。
　　〔(3)での発熱量(J/g)－(1)での発熱量(J/g)〕／(3)での発熱量(J/g)×100＝結晶化
度(％)
【実施例】
【００８６】
〔ポリ乳酸系樹脂の融点〕
　融点は、示差走査熱量測定(Differential Scanning Calorimeter)装置(Ｐｅｒｋｉｎ 
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Ｅｌｍｅｒ社製のＤｉａｍｏｎｄ ＤＳＣ)を使用してＪＩＳ－Ｋ７１２１に基づく昇温法
により結晶融解吸熱ピーク温度より求められる。
【００８７】
〔ポリ乳酸系樹脂の重量平均分子量(Ｍｗ)〕
　重量平均分子量(Ｍｗ)は、ＧＰＣ(ゲルパーミエーションクロマトグラフィー)により、
下記の測定条件で行った。
　＜測定条件＞
　　カラム：ＧＭＨＨＲ－Ｈ＋ＧＭＨＨＲ－Ｈ
　　カラム温度：40℃
　　検出器：ＲＩ
　　溶離液：クロロホルム
　　流速：1.0mL/min
　　サンプル濃度：1mg/mL
　　注入量：0.1mL
　　換算標準：ポリスチレン
【００８８】
〔結晶核剤の融点〕
　融点は、示差走査熱量測定(Differential Scanning Calorimeter)装置(Ｐｅｒｋｉｎ 
Ｅｌｍｅｒ社製のＤｉａｍｏｎｄ ＤＳＣ)を使用してＪＩＳ－Ｋ７１２１に基づく昇温法
により結晶融解吸熱ピーク温度より求められる。
【００８９】
＜ステレオコンプレックスポリ乳酸の製造例１＞
　ネイチャーワークスＬＬＣ社製 ポリ－Ｌ－乳酸(NatureWorks 3001D)、及びＰＵＲＡＣ
社製 ポリ－Ｄ－乳酸（ＴＥＣＨＮＩＣＡＬ ＨＩＧＨ IV）の等量(重量)を森山製作所社
製ニーダーを用いて、シリンダー温度280℃で約5分間、窒素雰囲気下で溶融混練を行って
、ステレオコンプレックスポリ乳酸Ａを得た。示差走査熱量測定(ＤＳＣ)装置を用いて、
ポリ－Ｌ－乳酸、ポリ－Ｄ－乳酸及び混練品(ステレオコンプレックスポリ乳酸Ａ)の融点
(融解ピークの温度)を室温(25℃)から10℃/分の昇温速度で250℃まで測定したところ、ポ
リ－Ｌ－乳酸及びポリ－Ｄ－乳酸は融点160℃の融解ピークが観測されたのに対して、混
練品は融点203℃の融解ピークが観測された。
【００９０】
＜ステレオコンプレックスポリ乳酸の製造例２＞
　ネイチャーワークスＬＬＣ社製 ポリ－Ｌ－乳酸(NatureWorks 4032D)、及びＰＵＲＡＣ
社製 ポリ－Ｄ－乳酸（ＴＥＣＨＮＩＣＡＬ ＨＩＧＨ IV）の等量(重量)を森山製作所社
製ニーダーを用いて、シリンダー温度280℃で約5分間、窒素雰囲気下で溶融混練を行って
、ステレオコンプレックスポリ乳酸Ｂを得た。示差走査熱量測定(ＤＳＣ)装置を用いて、
ポリ－Ｌ－乳酸、ポリ－Ｄ－乳酸及び混練品(ステレオコンプレックスポリ乳酸Ｂ)の融点
(融解ピークの温度)を室温(25℃)から10℃/分の昇温速度で250℃まで測定したところ、ポ
リ－Ｌ－乳酸及びポリ－Ｄ－乳酸は融点160℃の融解ピークが観測されたのに対して、混
練品は融点205℃の融解ピークが観測された。
【００９１】
＜可塑剤の製造例１(コハク酸とトリエチレングリコールモノメチルエーテルとのジエス
テル)>
　攪拌機、温度計、脱水管を備えた3Lフラスコに無水コハク酸500g、トリエチレングリコ
ールモノメチルエーテル2463g、パラトルエンスルホン酸一水和物9.5gを仕込み、空間部
に窒素(500mL／分)を吹き込みながら、減圧下4～10.7kPa、110℃で15時間反応させた。反
応液の酸価は1.6(KOHmg/g)であった。反応液に吸着剤キョーワード５００ＳＨ(協和化学
工業社製)27gを添加して80℃、2.7kPaで45分間攪拌してろ過した後、液温115～200℃、圧
力0.03kPaでトリエチレングリコールモノメチルエーテルを留去し、80℃に冷却後、残液
を減圧ろ過して、ろ液として、コハク酸とトリエチレングリコールモノメチルエーテルと



(14) JP 2010-94898 A 2010.4.30

10

20

30

40

50

のジエステルを得た。得られたジエステルは、酸価0.2(KOHmg/g)、鹸化価276(KOHmg/g)、
水酸基価１以下(KOHmg/g)、色相ＡＰＨＡ２００であった。
【００９２】
実施例１～１０及び比較例１～１０
　二軸押出機〔ベルストルフ製ZE40A×40D(スクリュー径：Ф４３mm Ｌ／Ｄ＝３７．２)
〕を用いて、表１又は２に示すポリ乳酸系樹脂、有機核剤、及び加水分解抑制剤を予めヘ
ンシルミキサーでドライブレンドしてホッパー投入し、無機核剤はサイドフィーダーを用
いてシリンダーのサイドから添加し、可塑剤は液添加することによって、シリンダー温度
205～210℃（実施例１～１０及び比較例１～８）または100～150℃（比較例９又は１０）
で表１又は２に示す回転数で溶融混練を行った。その後、設定温度210℃（実施例１～１
０及び比較例１～８）または150℃（比較例９又は１０）のダイスから表１又は２に示す
吐出量で押出された直径4mmのストランドを表１又は２に示す各種条件で処理、即ち、工
程(２)の冷却後、工程(４)及び工程(３)の、あるいは工程(３)のみの保持工程を行い、カ
ットしてペレットを得た。得られたペレットは、ドライエアー乾燥機中で110℃×1時間乾
燥した。なお、工程(２)及び工程(４)における液体媒体としては水を用いた。
【００９３】
　表１及び２における原料は以下の通りである。
〔ポリ乳酸系樹脂〕
NatureWorks 3001D：ポリ－Ｌ－乳酸、ネイチャーワークスＬＬＣ社製、融点160℃、重量
平均分子量120000
NatureWorks 4032D：ポリ－Ｌ－乳酸、ネイチャーワークスＬＬＣ社製、融点160℃、重量
平均分子量180000
ＴＥＣＨＮＩＣＡＬ ＨＩＧＨ IV：ポリ－Ｄ－乳酸、ＰＵＲＡＣ社製、融点160℃、重量
平均分子量200000
〔可塑剤〕
(ＭｅＥＯ３)２ＳＡ：コハク酸とトリエチレングリコールモノメチルエーテルとのジエス
テル化合物
ＤＡＩＦＡＴＹ－１０１：アジピン酸と、ジエチレングリコールモノメチルエーテル／ベ
ンジルアルコール(＝１／１)との混合ジエステル(大八化学工業社製)
〔有機核剤〕
スリパックスＨ：エチレンビス１２－ヒドロキシステアリン酸アミド(日本化成社製、融
点143℃)
エコプロモート：無置換のフェニルホスホン酸亜鉛塩(日産化学工業社製、融点無し)
〔無機核剤〕
Micro Ace P-6：タルク(日本タルク社製)
〔加水分解抑制剤〕
ＭＣＩ：ジ－２，６－ジイソプロピルフェニルカルボジイミド(ラインケミー社製、スタ
バクゾール１－ＬＦ)
ＰＣＩ：ポリ(４，４’－ジシクロヘキシルメタンカルボジイミド)(日清紡績社製、カル
ボジライトＬＡ－１)
【００９４】
　次に、得られたペレットの特性を、以下の試験例１～４の方法に従って調べた。結果を
表１及び２に示す。
【００９５】
〔試験例１〕(ペレットのカッティング性)
　ペレタイザー（いすず化工機社製）でストランドをカットした後のペレット形状が、規
定サイズの円柱形状をしていれば○、変形していれば△、カットできずペレット同士がつ
ながっていれば×とした。
【００９６】
〔試験例２〕(ペレットの結晶性)
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　ペレットを細かく切断してアルミニウムパンに7.5±3mg秤取り、(1)室温(25℃)から10
℃/分の昇温速度で200℃まで測定した。次に、(2)200℃から500℃/分の降温速度で室温(2
5℃)まで急冷し、再度、(3)室温(25℃)から10℃/分の昇温速度で200℃まで測定する。そ
の際、冷結晶化の発熱ピークが観測されるので、(1)での発熱量(J/g)及び(3)での発熱量(
J/g)から次式により結晶化度を求めることができる。
〔(3)での発熱量(J/g)－(1)での発熱量(J/g)〕／(3)での発熱量(J/g)×100＝結晶化度(％
)
かかる方法でペレットの結晶性の有無を確認し、結晶化度が80％以上であれば「○」、結
晶化度が50％以上80％未満であれば「△」、結晶化度50％未満であれば「×」とした。
【００９７】
〔試験例３〕(耐ブロッキング性)
　得られたペレットを木枠でできたブロッキング評価器具に500g程度入れ木蓋をし、その
上から5kgまたは10kgの荷重をかけた。このブロッキング評価器具をドライエアー乾燥機
に入れ、110℃で30分間乾燥した。乾燥後、10kgの荷重でペレット同士が固まっていなけ
れば、耐ブロッキング性が非常に良好「◎」、10kgの荷重でペレット同士が固まっている
が5kgの荷重でペレット同士が固まっていなければ、耐ブロッキング性が良好「○」、5kg
の荷重でペレット同士が固まっていても手で解せば元の状態に戻る場合は、耐ブロッキン
グ性が不十分「△」、ペレット同士が固まって元の状態に戻らない場合は、耐ブロッキン
グ性が不良「×」とした。
【００９８】
〔試験例４〕(耐ブリード性)
　得られたペレットを網のカゴ(30cm×30cm×30cm)に約5kg分溜め、その上からドライエ
アー乾燥機を用いて、80℃で24時間乾燥した。乾燥後、ペレット表面に可塑剤に由来する
濡れがなければ耐ブリード性が良好「○」、濡れがあれば耐ブリード性が不良「×」とし
た。
【００９９】
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【表１】

【０１００】
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【表２】

【０１０１】
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　表１及び２の結果から、原料組成(Ａ～Ｊ)を用いて、本発明の工程(１)～(３)を経て製
造したペレットは、結晶化し、良好なカッティング性を示し、耐ブロッキング性及び耐ブ
リード性に優れたものであった。一方、可塑剤又は結晶核剤を含有しない原料組成(Ｋ～
Ｌ)から、本発明の工程(１)～(３)又は工程(１)～(４)を含む製造方法によって製造した
ペレットは結晶性に劣り、耐ブロッキング性に劣るものであった。
【０１０２】
　以上の結果から、ポリ乳酸系樹脂、可塑剤及び結晶核剤を含有する樹脂組成物原料を用
いて、本発明の方法でペレットを製造すると、結晶化したペレットを良好なカッティング
性で効率よく得ることができるため、ペレットは耐ブロッキング性及び耐ブリード性に優
れ、乾燥の際は攪拌機能を有する特殊な乾燥機を使用する必要がないことが分かる。
【産業上の利用可能性】
【０１０３】
　本発明の製造方法により得られるポリ乳酸系樹脂組成物は、日用雑貨品、家電部品、家
電部品用梱包資材、自動車部品等の様々な工業用途に好適に使用することができる。
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